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2  区政のしくみ
　区の機関は、議決機関（区議会）と執行機関（区長
等）から構成されている。区議会および区長は、区民
の直接選挙によって選ばれ、それぞれが区民の代表機
関として権限と役割を分担し、相互の抑制、均衡によ
り円滑な自治運営を図っている。
　また、区では、区民、議会、執行機関の三者が力を
合わせて区政を進めるための基本的なルールとして
「練馬区政推進基本条例」を制定し、区民、議会、執
行機関のそれぞれの役割と責務、区政運営の基本原則
などを定めている。

（1）議決機関（区議会）

　議決機関である区議会は、区民から選挙によって選
ばれた議員（条例定数 50人・任期 4年）で構成され
る合議制の機関であり、31年 4月の統一地方選挙に
より選出された議員で運営されている。
　区議会を代表し、統括する議長には第 72代議長と
して小泉純二議員、副議長には第 74代副議長として
うすい民男議員が、ともに令和 2年 6月 5日に就任
した。
　なお、令和 3年 6月 4日に第 73代議長としてか
しわざき強議員、第 75代副議長として吉田ゆりこ議
員が就任した。

●区議会のはたらき
　区議会の本来的な仕事は議決であり、議決を必要と
する事項は、（1）条例の制定・改廃　（2）予算の決定　
（3）決算の認定　（4）区の税金・使用料・手数料の決
定　（5）条例で定める契約の締結などである。また、
区政の適正な運営を期するため、執行機関を監視する
のも役割の一つである。更に区議会は、住民から出さ
れた請願・陳情を審査し、採択したものは区長に送付
し、その処理経過の報告を受けている。

〔議案等議決件数〕� （単位：件）　令和 2年 1月～12月

区分 可決 否決 承認 認定
条　例 51 － － －
規　則 － － － －
予　算 16 － － －
決　算 － － － 5
契約・買入れ 28 － － －
区道認定・変更等 18 － － －
区長専決処分事項の承認 １ － － －
選任・任命の同意 19 － － －
特別委員会の設置 － － － －
指定管理者の指定 28 － － －
意見書 ７ １ － －
決　議 ０ － － －
その他 12 － － －

計 180 １ － 5

〔常任委員会および委員会開催状況〕� 令和２年 12月 31日現在
委員会名 所管事項 委員名（◎委員長、○副委員長） 開催数

企画総務委員会
　定数 10人

区長室、企画部、危機管理室、総務部、会計管理室、選
挙管理委員会および監査委員の所管に関する事項ならび
に他の常任委員会の所管に属しない事項

◎かしわざき強
	 藤井たかし
	 島田　　拓
	 はしぐち奈保

○小川こうじ
	 福沢　　剛
	 石黒たつお

関口　和雄
吉田ゆりこ
富田けんじ 21回

区民生活委員会
　定数 10人

区民部、産業経済部、地域文化部および農業委員会の所
管に関する事項

◎笠原こうぞう
	 上野ひろみ
	 有馬　　豊
	 野沢　なな

○井上勇一郎
	 平野まさひろ
	 しもだ　玲

小泉　純二
鈴木たかし
かとうぎ桜子 19回

保健福祉委員会
　定数 10人 福祉部および健康部の所管に関する事項

◎酒井　妙子
	 かわすみ雅彦
	 倉田れいか
	 やない克子

〇田中よしゆき
	 柳沢よしみ
	 高口ようこ

田中ひでかつ
のむら　説
白石けい子 18回

都市整備委員会
　定数 10人 環境部、都市整備部および土木部の所管に関する事項

◎西野こういち
	 つじ　誠心
	 坂尻まさゆき
	 松田　　亘

〇小川けいこ
	 宮原よしひこ
	 池尻　成二

たかはし慎吾
星野あつし
土屋としひろ 18回

文教児童青少年委員会
　定数 10人 教育委員会の所管に関する事項

◎小林みつぐ
	 柴田さちこ
	 小松あゆみ
	 きみがき圭子

〇宮崎はるお
	 佐藤　　力
	 岩瀬たけし

かしままさお
うすい民男
沢村信太郎 22回

注：各常任委員会の委員は、令和２年６月５日就任。委員会の開催数は令和２年１月～ 12月の期間

32



30

2  区政のしくみ

31

●本会議と委員会
　区議会は、条例により年 4回（2・6・9・11月）
開かれる定例会と、特定の案件を審議するため必要に
応じて召集される臨時会がある。
　議会の議決は、本会議で行わなければその効力を生
じないが、区の仕事は複雑多岐にわたっており、議会
としても能率的かつ専門的な審査を必要とするため、
いくつかの分野に分けて、委員会を設けている。
　委員会には、常任委員会、議会運営委員会および特

別委員会がある。常任委員会は、企画総務、区民生
活、保健福祉、都市整備、文教児童青少年の 5委員
会が設置されている。また、議会運営委員会は議会全
般について協議するため設置されている。特別委員会
は、必要がある場合に設置することとなっており、総
合・災害対策等、医療・病院整備等、都市農業・みど
り環境等、交通対策等の 4委員会が設置されている。
　本会議および各委員会は傍聴することができる。傍
聴には傍聴券が必要である。

〔議会運営委員会および委員会開催状況〕� 令和２年 12月 31日現在

委員会名 所管事項 委員名（◎委員長、○副委員長） 開催数

議会運営委員会
　定数 17人
　欠員２人

⑴　議会の運営に関する事項
⑵　		議会の会議規則、委員会に関する条例等
に関する事項

⑶　議長の諮問に関する事項

◎藤井たかし
	 笠原こうぞう
	 たかはし慎吾
	 小川こうじ
	 石黒たつお

○吉田ゆりこ
	 田中ひでかつ
	 酒井　妙子
	 有馬　　豊
	 池尻　成二

関口　和雄
柴田さちこ
西野こういち
島田　　拓
白石けい子

33回

注：議会運営委員会の委員は、令和２年６月５日就任。委員会の開催数は、令和２年 1月～ 12月の期間。

〔特別委員会および委員会開催状況〕� 令和２年 12月 31日現在

委員会名 設置目的 委員名（◎委員長、○副委員長） 開催数

総合・災害対策等
特別委員会
　定数 13人

⑴　地域防災についての調査研究
⑵　		危機管理指針についての調査研究（新型コ
ロナウイルス感染症に関する案件は除く）

⑶　		地方分権の推進および財政権拡充につい
ての調査研究

◎たかはし慎吾
	 福沢　　剛
	 石黒たつお
	 しもだ　玲

○平野まさひろ
	 うすい民男
	 高口ようこ

関口　和雄
酒井　妙子
富田けんじ

笠原こうぞう
島田　　拓
きみがき圭子 14回

医療・病院整備等
特別委員会
　定数 13人

⑴　地域医療の環境整備についての調査研究
⑵　		病床の確保についての調査研究
⑶　		感染症対策についての調査研究（新型コロ
ナウイルス感染症に関する案件は除く）

◎宮原よしひこ
	 つじ　誠心
	 坂尻まさゆき
	 はしぐち奈保

○柴田さちこ
	 吉田ゆりこ
	 井上勇一郎

小林みつぐ
宮崎はるお
岩瀬たけし

小泉　純二
有馬　　豊
沢村信太郎 11回

都市農業・
みどり環境等
特別委員会
　定数 12人

⑴　清掃事業についての調査研究
⑵　資源循環型についての調査研究
⑶　エネルギー対策についての調査研究
⑷　		みどりの保全・創出に係る区民協働の推
進についての調査研究

⑸　		みどりの啓発機能をもつ緑地、庭園等に
ついての調査研究

⑹　		都市農地保全および都市農業振興につい
ての調査研究（農業委員会に関する案件
は除く）

◎田中ひでかつ
	 佐藤　　力
	 白石けい子

○倉田れいか
	 柳沢よしみ
	 かとうぎ桜子

小川けいこ
鈴木たかし
野沢　なな

上野ひろみ
小松あゆみ
松田　　亘

16回

交通対策等
特別委員会
　定数 12人

⑴　		バス交通等地域間交通についての調査研究
⑵　		都営地下鉄大江戸線の延伸および沿線ま
ちづくりについての調査研究

⑶　		東京外かく環状道路についての調査研究
⑷　		西武線連続立体および事業化に伴うまち
づくりについての調査研究

◎かしままさお
	 田中よしゆき
	 のむら　説

〇かわすみ雅彦
	 西野こういち
	 池尻　成二

藤井たかし
小川こうじ
やない克子

かしわざき強
星野あつし
土屋としひろ 16回

注：各特別委員会の委員は、令和２年６月５日就任。委員会の開催数は令和２年１月～ 12月の期間

〔予算・決算特別委員会および委員会開催状況〕� 令和２年 12月 31日現在

委員会名 設置期間 所管事項 委員名（◎委員長、○副委員長） 開催数

予算特別委員会
令和２年２月 17日～
令和２年３月 11日

令和元年度補正予算の審査
令和２年度予算の審査 ◎福沢　　剛　　○坂尻まさゆき

　議長を除く全議員 15回
令和２年５月６日 令和２年度補正予算の審査

予算特別委員会

令和２年６月８日～
令和２年６月 17日

令和２年度補正予算の審査 ◎上野ひろみ　　○のむら　説
　議長を除く全議員 4回

令和２年９月 11日～
令和２年９月 17日

決算特別委員会 令和２年９月 11日～
令和２年 10月 14日 令和元年度決算の審査 ◎酒井　妙子　　○倉田れいか

　議長を除く全議員 12回
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氏　名 会　派 電　話 住　所

宮崎はるお 公明党 6336-0276 〒 177-0032 谷原 3-25-12-126

鈴木たかし 公明党 5933-0705 〒 178-0062 大泉町 3-19-16

星野あつし 公明党 3979-8644 〒 179-0071 旭町 3-3-3

かとうぎ桜子 インクル 3978-4154 〒 178-0063 東大泉 3-1-18-102

きみがき圭子 インクル 3993-4899 〒 178-0065 西大泉 2-20-8

やない克子 インクル 3993-4899 〒 177-0051 関町北 5-17-4

岩瀬たけし インクル 5935-4071 〒 178-0061 大泉学園町 2-10-1

高口ようこ インクル 080-7746-8648 〒 176-0002 桜台 3-42-29 荒川方

有 馬　	 豊 共産党 5934-4893 〒 177-0041 石神井町 1-17-14

島 田　	 拓 共産党 6755-7814 〒 179-0072 光が丘 3-8-6-404

坂尻まさゆき 共産党 050-1401-8012 〒 179-0083 平和台 2-15-16-102

のむら　	 説 共産党 5999-1200 〒 179-0085 早宮 3-1-15

小松あゆみ 共産党 3825-9122 〒 179-0085 早宮 4-31-1-309

倉田れいか 未・都・国 3923-5672 〒 177-0031 三原台 2-4-7-1A

石黒たつお 未・都・国 090-1667-1192 〒 178-0064 南大泉 2-2-33

井上勇一郎 未・都・国 3926-7146 〒 176-0022 向山 3-1-32

しもだ　	 玲 未・都・国 050-3588-0693 〒 177-0041 石神井町 3-25-8-302

はしぐち奈保 未・都・国 6820-0812 〒 176-0002 桜台 1-7-9-1B

白石けい子 立憲民主 3990-3107 〒 179-0075 高松 3-24-19

沢村信太郎 立憲民主 050-3488-7555 〒 177-0041 石神井町 7-1-14-105

富田けんじ 立憲民主 6915-7247 〒 179-0083 平和台 4-10-4-6F

土屋としひろ オンブズ 3991-6343 〒 176-0012 豊玉北 6-23-6-203

野 沢 な な 蒼風会 5926-4561 〒 179-0084 氷川台 3-27-4-105

松 田　	 亘 練民会 080-9194-8371 〒 177-0034 富士見台 1-22-1

●令和２年～令和３年の区議会
１　第一回定例会（令和２年2月５日から3月13日）
　定例会の初日に区長から、「新型コロナウイルス感
染症対策について」「令和２年度当初予算案」「子育て
サポートの充実」「障害者福祉の充実」「防災まちづく
りの推進」「公園づくりとみどり施策の充実」「文化
施策の充実」「窓口改革の推進」などについての所信
表明があり、これを受けて 12名の議員が一般質問を
行った。
　議案として区長から、「令和２年度練馬区一般会計
予算」「練馬区印鑑条例の一部を改正する条例」「練馬
区立こども発達支援センター条例の一部を改正する条
例」「練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例」
など 36議案が提出された。議員からは、「新型コロ
ナウイルス感染症の感染防止対策に関する意見書」な
ど３議案が提出された。
　審議の結果、区長提出 36議案、議員提出２議案を
原案どおり可決、議員提出１議案を否決した。
２　第一回臨時会（令和２年５月６日）
　区長から、新型コロナウイルス感染症への緊急対応
を取りまとめた「令和２年度練馬区一般会計補正予
算」の１議案が提出され、原案どおり可決した。

３　第二回定例会（令和２年6月１日から６月19日）
　６月５日に議長、副議長の選挙を行い、議長に小泉
純二議員、副議長にうすい民男議員をそれぞれ選出し
た。新議長のもと常任、議会運営、特別の各委員会の
委員の選任を行った。
　６月８日に区長から、新型コロナウイルス感染症に
関し「補正予算案」「医療体制の確保と施設の感染予
防等」「経済対策」「教育・子育て等」などについての
所信表明があり、これを受けて８名の議員が一般質問
を行った。
　議案として区長から、「練馬区特別区税条例等の一
部を改正する条例」「練馬区立四季の香ローズガーデ
ン条例」「令和２年度練馬区一般会計補正予算」など
63議案が、議員からは「東京都後期高齢者医療広域
連合議会議員の選挙における候補者の推薦について」
の１議案が、また委員会からは「都市計画練馬城址公
園の事業化に関する意見書」の１議案が提出された。
　審議の結果、すべての議案を原案どおり可決した。
４　第三回定例会（令和２年9月11日から10月16日）
　定例会の初日に区長から、「新型コロナウイルス感
染症に関して感染拡大の防止と医療提供体制の充実、
区民・事業者への支援、社会インフラの維持」「まち

〔練馬区議会議員名簿〕� 令和 3年 6月 25日現在

議員定数　50人（在職議員　48人）
　（注）会派名略称
　自民党：練馬区議会自由民主党、公明党：練馬区議会公明党、インクル：インクルーシブな練馬をめざす会、
　共産党：日本共産党練馬区議団、未・都・国：練馬区議会未来会議・都民ファーストの会・国民民主党、
　立憲民主：練馬区議会立憲民主党、オンブズ：オンブズマン練馬、蒼風会：ふくし蒼風会、練民会：練馬区民の会

氏　名 会　派 電　話 住　所

関 口 和 雄 自民党 3998-1752 〒 176-0021 貫井 3-53-8

小林みつぐ 自民党 3999-3471 〒 176-0024 中村 1-3-3

小 泉 純 二 自民党 3970-8615 〒 179-0074 春日町 6-6-39-603

藤井たかし 自民党 5905-0533 〒 178-0065 西大泉 3-29-20

かしわざき強 自民党 3924-7789 〒 178-0062 大泉町 4-34-5

笠原こうぞう 自民党 3990-3773 〒 177-0034 富士見台 1-26-19

福 沢　	 剛 自民党 6317-7044 〒 176-0006 栄町 1-2-901

田中ひでかつ 自民党 3999-0792 〒 179-0075 高松 1-9-7	

上野ひろみ 自民党 3939-0646 〒 179-0073 田柄 4-36-34

田中よしゆき 自民党 5903-9417 〒 177-0044 上石神井 4-8-8

かわすみ雅彦 自民党 6761-0007 〒 177-0042 下石神井 2-34-5-101

かしままさお 自民党 6904-4363 〒 178-0064 南大泉 3-9-22

柴田さちこ 自民党 3921-0303 〒 178-0063 東大泉 3-4-3-204

たかはし慎吾 自民党 3408-6675 〒 179-0085 早宮 2-10-3

佐 藤	　 力 自民党 4500-1756 〒 179-0076 土支田 1-20-4-101

つ じ 誠 心 自民党 6906-6845 〒 179-0081 北町 8-21-3-E306

宮原よしひこ 公明党 3948-5722 〒 176-0013 豊玉中 3-28-15-406

うすい民男 公明党 6760-1162 〒 177-0041 石神井町 3-3-33

吉田ゆりこ 公明党 3933-3489 〒 179-0081 北町 6-35-27

柳沢よしみ 公明党 3594-7510 〒 177-0051 関町北 5-5-8-505

酒 井 妙 子 公明党 6909-2960 〒 179-0072 光が丘 3-3-4-922

西野こういち 公明党 6272-4249 〒 176-0021 貫井 3-22-11

平野まさひろ 公明党 6362-3768 〒 178-0065 西大泉 5-4-8

小川こうじ 公明党 3929-2980 〒 177-0045 石神井台 8-18-34-221
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づくりに関して台風対策、治水対策、都市インフラ整
備」「感染拡大による区政への影響」などについての
所信表明があり、これを受けて 12名の議員が一般質
問を行った。
　議案として区長から、「令和元年度練馬区一般会計
歳入歳出決算」「区長の専決処分事項の承認について
（令和２年度練馬区一般会計補正予算）」「練馬区国民
健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する
条例」「練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例」
「令和２年度練馬区一般会計補正予算」など 28議案
が、委員会からは「議案第 83号令和元年度練馬区後
期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定に関する付帯決
議」「固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継
続を求める意見書」の２議案が提出された。
　審議の結果、すべての議案を原案どおり可決した。
５　第四回定例会（令和２年11月27日から12月11日）
　定例会の初日に区長から、「直面する新型コロナウ
イルス感染症への対策」「教育・子育て施策」「高齢者
保健福祉計画、介護保険事業計画等の改定」「不燃ご
み中継施設の整備」などについての所信表明があり、
これを受けて 13名の議員が一般質問を行った。
　議案として区長から、「練馬区立軽費老人ホーム条
例を廃止する条例」「練馬区地区計画の区域内におけ
る建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」
など 44議案が、議員から「性犯罪に関する刑法規定
の見直しを求める意見書」「不妊治療への保険適用の
拡大を求める意見書」など３議案が提出された。
　審議の結果、すべての議案を原案どおり可決した。
６　第一回定例会（３年 2月４日から 3月 12日）
　定例会の初日に区長から、「令和３年度当初予算案」
「子育てサポートの充実」「高齢者みんな健康プロジェ
クトの推進」「医療環境の整備」「災害に強いまちづく
り」「協働の推進、区政改革」「新型コロナウイルス感
染拡大の防止と医療提供体制の充実」などについての
所信表明があり、これを受けて 12名の議員が一般質
問を行った。
　議案として区長から、「令和３年度練馬区一般会計
予算」「令和２年度練馬区一般会計補正予算」「練馬区
介護保険条例の一部を改正する条例」「練馬区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例」「練馬区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」など 38議
案が、議員から「練馬区議会議員の議員報酬および費
用弁償に関する条例の一部を改正する条例」など２議
案が提出された。
　審議の結果、すべての議案を原案どおり可決した。
７　第一回臨時会（３年３月 31日）
　区長から、「練馬区特別区税条例の一部を改正する
条例」の 1議案が提出され、原案どおり可決した。

〔会派別構成〕� （単位：人）　令和 3年 6月 25日現在

会派名 人員
練馬区議会自由民主党 16
練馬区議会公明党 11
インクルーシブな練馬をめざす会 	5
日本共産党練馬区議団 	5
練馬区議会未来会議・都民ファーストの会・国民民主党 	5
練馬区議会立憲民主党 	3
オンブズマン練馬 	1
ふくし蒼風会 	1
練馬区民の会 	1

計 48

〔請願・陳述審査件数〕� （単位：件）　令和 2年 1月～12月

	 区分
委員会

件
　
数

審査結果
採
択
不
採
択

取
り
下
げ

付
託
替
え

継
続
審
査

常
任
委
員
会

企画総務 1 1 － － － －
17 － － － － 17

区民生活 － － － － － －
11 2 － － － 9

保健福祉 － － － － － －
14 2 － － － 12

都市整備 － － － － － －
26 2 7 － － 17

文教児童青少年 1 － － － － 1
15 2 － － － 13

議会運営 － － － － － －
1 － － － － 1

特
別
委
員
会

総合・災害対策等 － － － － － －
－ － － － － －

医療・病院整備等 － － － － － －
－ － － － － －

都市農業・みどり環境等 － － － － － －
4 － － － － 4

交通対策等 － － － － － －
9 － － － － 9

予算
決算

計 2 1 － － － 1
97 8 7 － － 82

注：①件数の上段は請願、下段は陳情
　　②件数は、前年からの継続分および分割付託を含む。
　　　		採択、不採択、取り下げには、一部採択、一部不採択、一部

取り下げを含む。
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〔歴代議長〕 〔歴代副議長〕
昭和 党別 昭和 党別

1 上野徳次郎 22.10.11 ～ 23.11.15 自由党 1 小口　政雄 22.10.11 ～ 23.11.15 自由党
2 桜井　米蔵 23.11.15 ～ 24.11.25 〃 2 塚田　洪憲 23.11.15 ～ 24.11.25 〃
3 小口　政雄 24.11.25 ～ 25.10.30 〃 3 内田建三郎 24.11.25 ～ 25.10.30 〃
4 梅内　正雄 25.10.30 ～ 26. 	9.19 〃 4 豊田　勝夫 25.10.30 ～ 26. 	9.19 〃
5 篠田　鎮雄 26.10.29 ～ 27.10.29 〃 5 大野　政吉 26.10.29 ～ 27.10.29 〃
6 梅内　正雄 27.10.29 ～ 28.12. 	2 〃 6 加山　峯吉 27.10.29 ～ 28.12. 	2 〃
7 井口　仙蔵 28.12. 	2 ～ 29.12.22 〃 7 橋本銀之助 28.12. 	2 ～ 29.12.22 〃
8 塚田　洪憲 29.12.22 ～ 30. 	9.19 〃 8 永盛勇三郎 29.12.22 ～ 30. 	9.19 〃
9 井口　仙蔵 30.10.20 ～ 31.10.29 自民党 9 一野　義純 30.10.20 ～ 31.10.29 自民党
10 井口　仙蔵 31.10.29 ～ 32.11.29 〃 10 松本　　茂 31.10.29 ～ 32. 	8.30 〃
11 梅内　正雄 32.11.29 ～ 34. 	3.18 〃 11 豊田　勝夫 32. 	8.30 ～ 32.11.29 〃
12 林　　亮海 34. 	3.18 ～ 34. 	9.19 〃 12 山下　新吉 32.11.29 ～ 34. 	3.18 社会党
13 上野徳次郎 34.10.23 ～ 35.12.27 〃 13 大戸　淳三 34. 	3.18 ～ 34. 	9.19 自民党
14 桜井　米蔵 35.12.27 ～ 37. 	2. 	9 〃 14 矢ｹ崎信夫 34.10.23 ～ 35.12.27 〃
15 梅内　正雄 37. 	2. 	9 ～ 37.12.22 〃 15 越後　幹雄 35.12.27 ～ 37. 	2. 	9 〃
16 橋本銀之助 37.12.22 ～ 38. 	9.19 〃 16 荒井　澄雄 37. 	2. 	9 ～ 37.12.22 社会党
17 井口　仙蔵 38.10.23 ～ 40. 	3.10 〃 17 並木　亀吉 37.12.22 ～ 38. 	9.19 自民党
18 越後　幹雄 40. 	3.10 ～ 42. 	5. 	2 〃 18 長谷川安正 38.10.23 ～ 39. 	5.27 〃
19 長谷川安正 42. 	7.11 ～ 43. 	7.16 〃 19 宇野津定三 39. 	5.27 ～ 40. 	3.10 公明党
20 小柳　信子 43. 	7.16 ～ 44. 	7.24 〃 20 横山　倉吉 40. 	3.10 ～ 42. 	5. 	2 自民党
21 橋本銀之助 44. 	7.24 ～ 45. 	7.11 〃 21 榎本　喜芳 42. 	7.11 ～ 43. 	7.16 社会党
22 橋本銀之助 45. 	7.11 ～ 46. 	5.29 〃 22 木下喜三郎 43. 	7.16 ～ 44. 	7.24 〃
23 塚田　洪憲 46. 	7. 	6 ～ 47. 	7.19 〃 23 本橋弘三郎 44. 	7.24 ～ 45. 	7.11 〃
24 横山　繁雄 47. 	7.19 ～ 48. 	7.28 〃 24 木下喜三郎 45. 	7.11 ～ 46. 	5.29 〃
25 関口　三郎 48. 	7.28 ～ 49. 	7.30 〃 25 岡本　和男 46. 	7. 	6 ～ 47. 	7.19 〃
26 田口阿久理 49. 	7.30 ～ 50. 	5.29 〃 26 本橋弘三郎 47. 	7.19 ～ 48. 	7.28 〃
27 楠　　直正 50. 	6.23 ～ 51. 	7. 	9 〃 27 土屋　新一 48. 	7.28 ～ 49. 	7.30 〃
28 横山　繁雄 51. 	7. 	9 ～ 52. 	7.27 〃 28 藤代権兵衛 49. 	7.30 ～ 50. 	5.29 〃
29 内田仙太郎 52. 	7.27 ～ 53. 	7.14 〃 29 小池　広司 50. 	6.23 ～ 51. 	7. 	9 公明党
30 豊田　三郎 53. 	7.14 ～ 54. 	5.29 〃 30 小林としたか 51. 	7. 	9 ～ 52. 	7.27 〃
31 貫井　武夫 54. 	6.22 ～ 55. 	7.10 〃 31 椎名　貞夫 52. 	7.27 ～ 53. 	7.14 〃
32 上野　定雄 55. 	7.10 ～ 56. 	7.21 〃 32 安藤　美義 53. 	7.14 ～ 54. 	5.29 〃
33 矢﨑　久雄 56. 	7.21 ～ 57. 	7. 	6 〃 33 宇野津定三 54. 	6.22 ～ 55. 	7.10 〃
34 大野喜三郎 57. 	7. 	6 ～ 58. 	5.29 〃 34 田中てるみ 55. 	7.10 ～ 56. 	7.21 〃
35 貫井　武夫 58. 	6.15 ～ 59. 	7.10 〃 35 小池　広司 56. 	7.21 ～ 57. 	7. 	6 〃
36 上野　定雄 59. 	7.10 ～ 60. 	7.19 〃 36 小林としたか 57. 	7. 	6 ～ 58. 	5.29 〃
37 田中　確也 60. 	7.19 ～ 61. 	7.24 〃 37 椎名　貞夫 58. 	6.15 ～ 59. 	7.10 〃
38 望月　泰治 61. 	7.24 ～ 62. 	5.29 〃 38 田中　保徳 59. 	7.10 ～ 60. 	7.19 〃
39 楠　　直正 62. 	6.15 ～ 63. 	7.13 〃 39 竹内　智久 60. 	7.19 ～ 61. 	7.24 〃

　　　　　平成 40 俵頭　　功 61. 	7.24 ～ 62. 	5.29 〃
40 椎名　貞夫 63. 	7.13 ～	元 . 	7.21 公明党 41 小林　利孝 62. 	6.15 ～ 63. 	7.13 〃
41 山田左千夫 元 . 	7.21 ～			2. 	7.13 自民党 　　　　		平成
42 渡辺　耕平 		2. 	7.13 ～			3. 	5.29 〃 42 吉野　信義 63. 	7.13 ～	元 . 		7.21 自民党
43 関口　和雄 		3. 	6.13 ～			4. 	7. 	2 〃 43 田中　保徳 元 . 	7.21 ～ 		2. 		7.13 公明党
44 吉野　信義 		4. 	7. 	2 ～			5. 	7.29 〃 44 竹内　智久 		2. 	7.13 ～ 		3. 		5.29 〃
45 大橋　静男 		5. 	7.29 ～			6. 	7.12 〃 45 椎名　貞夫 		3. 	6.13 ～ 		4. 		7. 	2 〃
46 中島　　力 		6. 	7.12 ～			7. 	5.29 〃 46 白井　繁雄 		4. 	7. 	2 ～ 		5. 		7.29 〃
47 高橋かずみ 		7. 	6. 	9 ～			8. 	6.25 〃 47 冨塚　辰雄 		5. 	7.29 ～ 		6. 		7.12 〃
48 関口　三郎 		8. 	6.25 ～			9. 	7.24 〃 48 秋本　和昭 		6. 	7.12 ～ 		7. 		5.29 〃
49 浅沼　敏幸 		9. 	7.24 ～ 10. 	6.19 無所属 49 俵頭　　功 		7. 	6. 	9 ～ 		8. 		6.25 公明党
50 関口　和雄 10. 	6.19 ～ 11. 	5.29 自民党 50 斉藤　宗孝 		8. 	6.25 ～ 		9. 		7.24 〃
51 関口　和雄 11. 	6.11 ～ 12. 	7.14 〃 51 西川　康彦 		9. 	7.24 ～ 10. 		6.19 〃
52 土屋　新一 12. 	7.14 ～ 13. 	7.11 民主党 52 冨塚　辰雄 10. 	6.19 ～ 11. 		5.29 〃
53 小林みつぐ 13. 	7.11 ～ 14. 	7.16 自民党 53 秋本　和昭 11. 	6.11 ～ 12. 		7.14 〃
54 村上　悦栄 14. 	7.16 ～ 15. 	5.29 〃 54 武藤　昭夫 12. 	7.14 ～ 13. 		7.11 共産党
55 中島　　力 15. 	6.12 ～ 16. 	6.18 〃 55 山田　哲丸 13. 	7.11 ～ 14. 		7.16 公明党
56 小林みつぐ 16. 	6.18 ～ 17. 	7.22 〃 56 斉藤　宗孝 14. 	7.16 ～ 15. 		5.29 〃
57 本橋まさとし 17. 	7.22 ～ 18. 	6.28 〃 57 西川　康彦 15. 	6.12 ～ 16. 		6.18 〃
58 村上　悦栄 18. 	6.28 ～ 19. 	5.29 〃 58 岩崎　典子 16. 	6.18 ～ 17. 		7.22 〃
59 関口　和雄 19. 	6.11 ～ 20. 	6.20 〃 59 斉藤　宗孝 17. 	7.22 ～ 18. 		6.28 〃
60 しばざき幹男 20. 	6.20 ～ 21. 	6.17 〃 60 秋本　和昭 18. 	6.28 ～ 19. 		5.29 〃
61 本橋　正寿 21. 	6.17 ～ 22. 	6.17 〃 61 宮原　義彦 19. 	6.11 ～ 20. 		6.20 〃
62 西山きよたか 22. 	6.17 ～ 23. 	5.29 〃 62 田代　孝海 20. 	6.20 ～ 21. 		6.17 〃
63 小川けいこ 23. 	6.13 ～ 24. 	6.22 〃 63 岩崎　典子 21. 	6.17 ～ 22. 		6.17 〃
64 藤井たかし 24. 	6.22 ～ 25. 	6.28 〃 64 内田ひろのり 22. 	6.17 ～ 23. 		5.29 〃
65 小泉　純二 25. 	6.28 ～ 26. 	6.20 〃 65 斉藤　静夫 23. 	6.13 ～ 24. 		6.22 〃
66 村上　悦栄 26. 	6.20 ～ 27. 	5.29 〃 66 うすい民男 24. 	6.22 ～ 25. 		6.28 〃
67 かしわざき強 27. 	6.12 ～ 28. 	6.17 〃 67 吉田ゆりこ 25. 	6.28 ～ 26. 		6.20 〃
68 田中ひでかつ 28. 	6.17 ～ 29. 	7. 	7 〃 68 柳沢よしみ 26. 	6.20 ～ 27. 		5.29 〃
69 小林みつぐ 29. 	7. 	7 ～ 30. 	6.27 69 内田ひろのり 27. 	6.12 ～ 28. 		6.17 〃

　　　　		令和 70 光永　　勉 28. 	6.17 ～ 29. 		7. 	7 〃
70 福沢　　剛 30. 	6.27 ～元 . 	5.29 〃 71 酒井　妙子 29. 	7. 	7 ～ 30. 		6.27 〃
71 上野ひろみ 元 . 	6.13 ～ 	2. 	6. 	5 〃 　　　　		令和
72 小泉　純二 		2. 	6. 	5 ～ 	3. 	6. 	4 〃 72 西野こういち 30. 	6.27 ～	元 . 		5.29 〃
73 かしわざき強 		3. 	6. 	4 ～ 〃 73 宮原よしひこ 元 . 	6.13 ～ 		2. 		6. 	5 〃

74 うすい民男 		2. 	6. 	5 ～ 		3. 		6. 	4 〃
75 吉田ゆりこ 		3. 	6. 	4 ～ 〃
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（2）執行機関（区長・行政委員会など）

　区の意思決定機関（議決機関）である区議会に対し、
決定された意思の実施機関（執行機関）として、区長お
よび行政委員会、行政委員が置かれ、更に補助機関とし
て、副区長、会計管理者およびその他の職員が置かれて
いる。また、附属機関として区政に必要な調査・審議を
行う各種の協議会、審議会等が設けられている。

●区長と補助機関
１　区長
　区長は区を代表し、その事務全般を統括する執行機
関で、任期は 4年である。
　昭和 49年 6月の「地方自治法」の改正により、区
民による直接選挙制度が復活し、翌年 4月 27日に初
の選挙が行われた。
　30年 4月 15日に行われた区長選挙の結果、前川
燿男が選出され、第 19代区長に就任した。
２　副区長（助役）、会計管理者（収入役）
　区長を補佐する副区長は、区長が区議会の同意を得
て選任し、任期は4年である。練馬区では、副区長の
定数を2人とし、小西將雄と山内隆夫が在任している。
　また、会計事務をつかさどる機関である会計管理者
は、職員の中から区長が命ずる。
　なお、18年の「地方自治法」改正以前は、助役お
よび収入役が置かれていた。

〔歴代区長〕

〔歴代副区長〕

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

平成

昭和
22. 9. 20
26. 9. 20
30. 11. 9
34. 12. 3
38. 12. 26
43. 7. 29
48. 10. 16
50. 4. 27
54. 4. 27
58. 4. 27
62. 4. 27
3. 4. 27
7. 4. 27
11. 4. 27
15. 4. 27
19. 4. 27
23. 4. 27

26. 9 . 19
30. 9 . 19
34. 11. 8
38. 12. 2
42. 6 . 21
47. 7 . 28
50. 4 . 26
54. 4 . 26
58. 4 . 26
62. 4 . 26
3. 4. 26
7. 4. 26
11. 4. 26
15. 4. 26
19. 4. 26
23. 4. 26
26. 2. 23
30. 4. 19

臼　井　五十三
須　田　 操

〃
〃
〃

片　　　健 治
田　畑　健 介

〃
〃
〃

岩　波　三 郎
〃
〃
〃

志　村　豊志郎
〃
〃

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

～26. 4. 20前　川　燿 男18
～ 在任中30. 4. 20　　　〃19

平成

令和

令和

1
2
3
4
5
6
7

関　口　和　雄
　　　〃
琴　尾　隆　明
山　内　隆　夫
黒　田　叔　孝
山　内　隆　夫
小　西　將　雄

～
～
～
～
～
～
～

19.
19.
23.
26.
27.
30.
元.

4.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

1
13
14
20
15
20
15

19. 6.
6.
6.
6.
6.

12
12
13
19
14

23.
27.
30.
元.
在任中
在任中

〔歴代助役〕

〔歴代収入役〕

３　職員
　区の職員数は、令和 3年 4月 1日現在 4,308 人で
ある。内訳は次ページの組織別職員数のとおりであ
る。職員数は一般職に属する職員数であり、再任用職
員のうち短時間勤務の者、休職者、他団体への派遣職
員、会計年度任用職員を除く。
　なお、上記のほかに、小・中学校の教員 2,490 人
および学校関係の栄養士、事務職員の一部 140 人は、
都の任用の職員で下表のとおりである（令和 3年 5
月 1日現在）。

〔東京都任用の教職員数〕�（単位：人）令和3年 5月 1日現在
区　分 総　数 教　員 その他

小学校 1,765 1,671 94
中学校 865 819 46

計 2,630 2,490 140
注：その他は、事務職員、栄養士

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～

22. 12. 4
26. 12. 4
30. 12. 4
34. 12. 10
39. 5. 27
43. 9. 3
48. 10. 29
52. 10. 29
56. 10. 29
58. 6. 21
60. 10. 29

62. 6. 26
3. 6. 26
7. 6. 26

11. 6. 26
15. 6. 13

26. 12. 3
30. 12. 3
34. 12. 3
38. 12. 9
42. 6. 21
47. 9. 2
52. 10. 28
56. 10. 28
60. 10. 28
62. 6. 13
62. 4. 25

3. 6. 25
7. 6. 25

11. 6. 25
15. 2. 12
19. 3. 31

平成

昭和
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

小　林　四　郎 
〃
〃
〃

星　　　義　文
金　子　　　光
三　浦　忠　正

〃
〃

中　園　啓　一
三　浦　忠　正

三　石　辰　雄
〃
〃

志　村　豊志郎
関　口　和　雄

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～

22. 12. 4
26. 12. 4
30. 12. 4
34. 12. 10
39. 5. 27
43. 9. 3
48. 10. 29
52. 10. 29
56. 10. 29
58. 6. 21

62. 6. 26
3. 6. 26
7. 6. 26
11. 6. 26
15. 6. 26

26. 12. 3
30. 12. 3
34. 12. 3
38. 12. 9
43. 5. 26
47. 9. 2
52. 10. 28
56. 10. 28
58. 6. 20
62. 6. 13

3. 6. 25
7. 6. 25
11. 6. 25
15. 6. 25
19. 6. 25

平成

昭和
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

原　　　鋲　二
〃
〃
〃

栗　林　繁　実
寺　本　静　雄
山　本　佳　二

〃
中　園　啓　一
本　田　久　夫

〃
〃
〃

小　林　勝　郎
〃
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〔組織別職員数〕 � （単位：人）　令和 3年 4月 1日現在

区　分 職員数
職種別

事務系 福祉・技術系
技能・
業務系

総計 4,308	2,001	1,834	 473	
　技監 1	 	 1	
　区長室 42	 42	
　　広聴広報課 36	 36	
　　秘書課 6	 6	
　企画部 51	 51	
　　企画課 15	 15	
　　財政課 11	 11	
　　情報政策課 25	 25	
　危機管理室 39	 38	 1	
　　危機管理課 39	 38	 1	
　総務部 225	 141	 78	 6	
　　総務課 42	 41	 1	
　　文書法務課 12	 12	
　　情報公開課 9	 9	
　　経理用地課 28	 21	 2	 5	
　　人権・男女共同参画課 9	 8	 1	
　　職員課 33	 33	
　　人材育成課 14	 14	
　　施設管理課 78	 3	 75	
　区民部 434	 431	 2	 1	
　　戸籍住民課 218	 217	 	 1	
　　税務課 49	 48	 1	
　　収納課 78	 77	 1	
　　国保年金課 89	 89	
　産業経済部 52	 52	
　　経済課 21	 21	
　　商工観光課 13	 13	
　　都市農業課 18	 18	
　地域文化部 171	 143	 28	
　　地域振興課 110	 86	 24	
　　文化・生涯学習課 29	 25	 4	
　　スポーツ振興課 32	 32	 	
　福祉部 646	 386	 248	 12	
　　管理課 43	 29	 12	 2	
　　障害者施策推進課 132	 35	 89	 8	
　　生活福祉課 33	 26	 7	
　　練馬総合福祉事務所 84	 60	 24	
　　光が丘総合福祉事務所 79	 47	 32	
　　石神井総合福祉事務所 83	 46	 37	
　　大泉総合福祉事務所 68	 39	 29	
　　高齢社会対策課 31	 22	 8	 1	
　　高齢者支援課 21	 16	 5	 	
　　介護保険課 72	 66	 5	 1	
　健康部（練馬区保健所） 277	 131	 146	
　　健康推進課 35	 25	 10	

区　分 職員数
職種別

事務系 福祉・技術系
技能・
業務系

　　生活衛生課 42	 8	 34	
　　保健予防課 65	 52	 13	
　　豊玉保健相談所 26	 6	 20	
　　北保健相談所 18	 4	 14	
　　光が丘保健相談所 19	 6	 13	
　　石神井保健相談所 31	 9	 22	
　　大泉保健相談所 15	 5	 10	
　　関保健相談所 14	 5	 9	
　　地域医療課 12	 11	 1	
　環境部 289	 77	 22	 190	
　　環境課 35	 25	 10	
　　みどり推進課 22	 11	 11	
　　清掃リサイクル課 26	 20	 	 6	
　　練馬清掃事務所 100	 10	 1	 89	
　　石神井清掃事務所 106	 11	 	 95	
　都市整備部 174	 54	 120	
　　都市計画課 30	 13	 17	
　　東部地域まちづくり課 59	 20	 39	
　　住宅課 11	 9	 2	
　　開発調整課 24	 4	 20	
　　建築課 50	 8	 42	
　土木部 204	 58	 140	 6	
　　管理課 49	 19	 30	
　　道路公園課 72	 15	 51	 6	
　　計画課 71	 15	 56	
　　交通安全課 12	 9	 3	
　会計管理室 18	 18	 	
　教育委員会事務局 1,649	 346	1,046	 257	
　　教育振興部 185	 171	 7	 7	
　　　教育総務課 40	 36	 4	
　　　学務課 22	 22	 	
　　　学校施設課 48	 39	 6	 3	
　　　教育指導課 29	 29	
　　　学校教育支援センター 15	 14	 1	
　　　光が丘図書館 31	 31	 	
　　こども家庭部 1,344	 156	1,039	 149	
　　　子育て支援課 214	 55	 147	 12	
　　　保育課 1,051	 67	 847	 137	
　　　青少年課 24	 22	 2	
　　　練馬子ども家庭支援センター 55	 12	 43	
　　小学校 99	 	 99	
　　幼稚園 21	 19	 2	
　選挙管理委員会事務局 12	 11	 1	
　監査事務局 7	 5	 2	
　農業委員会事務局 ― ― ― ―
　議会事務局 17	 17	

●行政委員会、行政委員
　区には、つぎの行政委員会、行政委員があり、それ
ぞれ事務局をおいて必要な事務を執行している。
１　教育委員会
　教育に関する事務は、政治的中立や住民の意思の反
映が強く要請されることから、区長から独立した行政
委員会として、教育委員会が設置されている。委員会
は、区長が区議会の同意を得て任命する教育長および
4人の委員で組織され、任期は教育長が 3年、その他
の委員は 4年である。

　教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会
を代表する。
　令和 3年 7月 1日現在の教育長および教育委員の
氏名および任期はつぎのとおりである。
　教育長　堀　　和夫（令和 3.7.1〜6.6.30）
　委　員　中田　尚代（令和 2.6.20〜6.6.19）
　委　員　坂口　節子（令和元 .10.16〜5.10.15）
　委　員　高柳　　誠（29.12.19〜令和 3.12.18）
　委　員　仲山　英之（令和 3.6.18〜4.6.19）
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〔歴代教育長〕

２　選挙管理委員会
　区の選挙をはじめ、都、国の選挙および選挙に関係
ある事務を管理、執行する合議制の機関で、4人の委
員で構成されている。委員は、選挙権を有する者の中
から区議会において選挙される。任期は 4年である。
　令和 3年 4月 1日現在の選挙管理委員の氏名およ
び任期はつぎのとおりである。　
　委員長　本橋　正壽
　委　員　岩崎　典子、小薗江　博之、三戸　英一
　（任期は各委員とも令和 3.12.18 まで）
３　監査委員
　監査委員は、区の財務および行政に関する事務の執
行等を監査する独任制の機関で、定数は 4人である。
委員は、区長が議会の同意を得て、識見を有する者お
よび区議会議員の中から、それぞれ 2人を選任する。
任期は前者が 4年で、後者は議員の任期による。識
見を有する者のうち 1人は常勤である。また、代表
監査委員は、識見を有する者のうちから選任される。
　令和 3年 6月 4日現在の監査委員の氏名および任
期はつぎのとおりである。
　識見を有する者　山中　協
　　　　　　　　　（常勤監査委員・代表監査委員）
　　　　　　　　　（29.10.21〜令和 3.10.20）
　識見を有する者　萩野うたみ（31.3.8〜令和 5.3.7）
　区議会議員　　　関口　和雄（令和3.6.4〜在任中）
　区議会議員　　　西野こういち（令和3.6.4〜在任中）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～
～
～
～
～

星　　　義　文
〃

松　尾　周　男
栗　林　繁　実
上　野　唯　郎

〃
黒　田　新　市
岩　波　三　郎

〃
〃
〃

下　田　迪　雄
〃
〃
〃

薗　部　俊　介
〃
〃
〃

河　口　　　浩

平成

昭和
27. 11. 1
28. 4. 1
31. 10. 1
35. 10. 8
39. 7. 22
39. 10. 7
43. 10. 14
48. 10. 29
52. 10. 29
56. 10. 29
60. 10. 29

62. 7. 1
元. 10. 29
5. 10. 29
9. 10. 29

11. 7. 1
13. 10. 29
17. 10. 29
21. 10. 29
23. 6. 29

28. 3. 31
31. 9. 30
35. 9. 30
39. 5. 26
39. 10. 6
43. 10. 6
47. 10. 13
52. 10. 28
56. 10. 28
60. 10. 28
62. 1. 17

元. 10. 28
5. 10. 28
9. 10. 28

11. 6. 25
13. 10. 28
17. 10. 28
21. 10. 28
23. 6. 28

27. 6. 30
30. 6. 30

3. 6. 30

25.  10. 28
21 ～〃 25. 10. 29
22

23

～〃 27. 7. 1

～〃 30. 7. 1
24 ～堀　　　和　夫 3. 7. 1 　在任中

令和

〔令和 2年度の監査等実施状況〕
　⑴　定期監査等　
　　①　実績
　　　・91課 49施設
　　　・工事監査　8か所
　　　・財政援助団体等　15団体
　　②　監査結果
　　　・指摘事項　0件
　⑵　例月現金出納検査
　⑶　決算・基金運用状況審査、財政健全化判断比率
審査

　⑷　住民監査請求
　　　監査請求件数　13件
　　　・棄却　1件
　　　・却下　12件
４　農業委員会
　農業委員会は、「農地法」等法令による事項、農地
等の利用の最適化の推進に関する事項、農業一般に関
する調査および情報の提供等を行っている。
　28年 4月の法改正により委員の公選制が廃止さ
れ、区長の任命制に変更となった。29年 7月に新制
度による改選が行われ、現在の委員は 16人で構成さ
れる。任期は 3年である。
　令和 3年 4月 1日現在の委員は、つぎのとおりで
ある。
　会　長　西貝　孝之
　副会長　尾崎　賀一、宮本　兼一
　委　員　相原　和彦、井口　哲哉、石手　啓夫、
　　　　　井之口　喜實夫、榎本　重恭、
　　　　　加藤　和雄、木村　隆昭、篠田　政巳、
　　　　　瀧島　規秀、田中　大代、半田　保之、
　　　　　増田　義二、本橋　朋和
　　　　　（任期は令和 2.7.30〜令和 5.7.29）
５　人事委員会
　特別区の人事委員会は、23特別区が共同して設置
している一部事務組合である特別区人事・厚生事務組
合の一機関として設置され、23特別区共同の人事機
関として機能している。
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区 長 室 広 聴 広 報 課 庶務係　広報調整担当係長　広報戦略係　広報係
広聴担当係長（３）　相談担当係長（４）

秘 書 課 秘書担当係長（２）

議 会 議 会 事 務 局 次 長 庶務係　議事担当係長（６）　調査係
技 監

財 政 課 財政担当係長（５）
情 報 政 策 課 管理係　情報化推進係　情報化企画・セキュリティ係

副区長 企 画 部 企 画 課 企画担当係長（５）
（２）

区政改革 担当 課長 区政改革担当係長区政改革担当部長

区 長 総 務 部 総 務 課 総務係　事務改善担当係長　総務石神井係

情報システム係　再構築担当係長
危 機 管 理 室 危 機 管 理 課 庶務係　安全安心係　防災調整係

防 災 計 画 課 長 防災計画係　防災施設係

文書業務係　庁舎管理係　庁舎改修担当係長　統計係
国際・都市交流課長 国際・都市交流担当係長
文 書 法 務 課 文書法務担当係長（３）

区 民 防 災 課 長 区民防災第一係　区民防災第二係　区民防災第三係
防災学習センター

共 同 参 画 課 人権啓発担当係長

副参事（法務担当）
情 報 公 開 課 情報公開担当係長（２）　個人情報保護担当係長
経 理 用 地 課 管理係　管財係　用地担当係長　契約係
人 権 ・ 男 女 男女共同参画担当係長　相談支援担当係長

人事戦略担当部長 職 員 課 人事係　人事企画担当係長（労務担当）　
人事企画担当係長（組織定数担当）

施設保全第二係　技術管理係
施 設 整 備 課 長 建築担当係長（６）　機械担当係長（４）

電気担当係長（４）
区 民 部 戸 籍 住 民 課 庶務係　住民記録係　外国人住民記録係　住居表示係

人事企画担当係長（人事制度・服務担当）
採用係　会計年度職員係

人 材 育 成 課 職場環境係　能力開発係　調整担当係長
施設管理担当部長 施 設 管 理 課 管理係　施設調整係　施設保全第一係

給与福利係　運用調整担当係長

税 務 課 管理係　区税電算係　区税第一係　区税第二係

収 納 課 管理係　債権回収支援係　計画調整係　個人収納係

マイナンバーカード交付管理係　戸籍第一係
戸籍第二係　光が丘区民センター管理係

区民事務所担当課長 調整担当係長
区民事務所（６） 

区税第三係　区税第四係　区税調整係　区税事務係

後期高齢者保険料係　後期高齢者資格係　国民年金係
産 業 経 済 部 経 済 課 庶務係　産業振興調整係　中小企業振興係

担当係長（練馬区産業振興公社派遣）（２）

納付相談係　整理第一係　整理第二係

事業所機動整理係　こくほ収納係
国 保 年 金 課 管理係　こくほ電算調整係　保健事業担当係長

個人機動整理係　事業所収納係

融資係　消費生活係

こくほ給付係　こくほ資格係　こくほ石神井係

商 工 観 光 課 商工係　観光係　まつり係
担当係長（練馬区産業振興公社派遣）

都市農業担当部長 都 市 農 業 課 都市農業係　農業振興係　事業調整係

〔練馬区機構図〕� 令和３年４月１日現在
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地 域 文 化 部 地 域 振 興 課 庶務係　事業推進係　地域施設係
地域コミュニティ支援係　施設維持係
地区区民館（22）

文化・生 涯学 習課 管理係　文化施設整備担当係長　文化芸術担当係長
文化振興係　伝統文化係
担当係長（練馬区文化振興協会派遣）（２）
生涯学習センター 

協 働 推 進 課 長 協働推進担当係長　区民協働担当係長
協働事業担当係長　カレッジ担当係長

オリンピック・パラリンピック オリンピック・パラリンピック調整担当係長担 当 課 長 オリンピック・パラリンピック事業担当係長（２）

福 祉 部 管 理 課 庶務係　地域福祉係　ひと・まちづくり推進係
厚生文化会館 

副参事（練馬区文化振興協会派遣）
ス ポ － ツ 振 興 課 管理係　運営調整係　事業係

振興係　施設係　シティマラソン係
総合体育館

氷川台福祉園　大泉学園町福祉園
障 害 者 サ ー ビ ス 障害調整係　障害者給付係調 整 担 当 課 長 事業者支援係　障害審査係

指導検査 担当 課長 社会福祉法人係　障害福祉サービス検査係
保育サービス検査係　介護サービス検査係

障害者施 策推 進課 管理係　事業計画担当係長　施設調整担当係長（２）
就労支援係　就労調整担当係長　地域生活支援係

心身障害者福祉センター　こども発達支援センター
生 活 福 祉 課 管理係　自立促進支援係　保護調整係

医療事務係　ひとり親家庭支援係　
練馬総合福祉事務所 管理係 相談係 連携推進担当係長 援護係

保護第一係　保護第二係　保護第三係　保護第四係
保護第五係　保護第六係　高齢者支援係
高齢者保健担当係長　障害者支援係　
知的障害者担当係長　福祉事務係

光が丘総合福祉事務所 管理係　相談係　保護第一係　保護第二係

練馬総合福祉事務所 管理係 相談係 連携推進担当係長 援護係

障害者支援係　知的障害者担当係長　福祉事務係
大泉総合福祉事務所 管理係　相談係　保護第一係　保護第二係

保護第三係　保護第四係　保護第五係　高齢者支援係
障害者支援係　知的障害者担当係長　福祉事務係

保護第三係　保護第四係　保護第五係　高齢者支援係
障害者支援係　知的障害者担当係長　福祉事務係

石神井総合福祉事務所 管理係　相談係　保護第一係　保護第二係
保護第三係　保護第四係　保護第五係　高齢者支援係

高 齢 者 支 援 課 管理係　地域包括支援係　高齢者健康支援係

介 護 保 険 課 管理係　事業者指定係　事業者運営推進係
介護認定第一係　介護認定第二係　給付係
介護システム係　資格保険料係　

高齢施策担当部長 高 齢 社 会 対 策 課 管理係　計画係　施設係　いきがい係　介護予防係

在宅介護支援係　高齢給付係
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練 馬 区 保 健 所

食品衛生監視担当係長（４）　試験検査係

保 健 予 防 課 予防係　感染症対策係　結核等担当係長

健 康 部 健 康 推 進 課 庶務係　受動喫煙対策担当係長　成人保健係
母子保健係　健康づくり係参事（地域保健担当） 歯科保健担当係長　栄養食育係

※下線の部
署が保健所

精神保健係　精神支援担当係長

住民接種担当課長 住民接種担当係長（２）

豊 玉 保 健 相 談 所 管理係　歯科健康担当係長　栄養担当係長　地域保健係

生 活 衛 生 課 管理係　食品衛生担当係長　医務薬事係
環境衛生監視担当係長（２）

石神井保健相談所 管理係　歯科健康担当係長　栄養担当係長　地域保健係

大 泉 保 健 相 談 所 管理係　歯科健康担当係長　栄養担当係長　地域保健係

北 保 健 相 談 所 管理係　栄養担当係長　地域保健係　
光が丘保健相談所 管理係　歯科健康担当係長　栄養担当係長　地域保健係

医療環境整備課長 医療環境整備担当係長（２）
環 境 部 環 境 課 庶務係　美化啓発係　空き家等対策係

関 保 健 相 談 所 管理係　地域保健係
副参事（公衆衛生担当）

地域医療担当部長 地　域　医　療　課 管理係　医療連携担当係長

環境計画推進係　地球温暖化対策係　環境規制係
担当係長（練馬区環境まちづくり公社派遣）

副参事（練馬区環境まちづくり公社派遣）
み ど り 推 進 課 管理係　計画係　保全係　協働係　施設係

担当係長（練馬区環境まちづくり公社派遣）
花とみどりの相談所

清掃リサイクル課 管理係　計画調整係　清掃企画担当係長
清掃事業係　リサイクル推進係
担当係長（東京二十三区清掃一部事務組合派遣）（２）

担当係長（練馬区環境まちづくり公社派遣）

石神井清掃事務所 管理係　地域第一係　地域第二係
作業係　事務係　車両係

都 市 整 備 部 都 市 計 画 課 庶務係　都市計画担当係長（３）

担当係長（練馬区環境まちづくり公社派遣）（９）
練 馬 清 掃 事 務 所 管理係　事業調整係

地域第一係　地域第二係　作業係

西 部 地 域 まちづくり担当係長（３）ま ち づ く り 課 長
新宿線・外環沿線 まちづくり担当係長（３）ま ち づ く り 課 長

土地利用計画担当係長
交 通 企 画 課 長 交通企画担当係長（３）
東 部 地 域 管理係　まちづくり担当係長（４）ま ち づ く り 課

開 発 調 整 課 管理係　調整係　宅地開発係　緑化審査係
建 築 課 管理係　狭あい道路拡幅係

監察係　福祉のまちづくり係
建 築 審 査 課 長 建築調整係　建築審査係　構造係

大 江 戸 線 延 伸 大江戸線延伸推進担当係長（３）推 進 課 長
防災まちづくり課長 防災まちづくり担当係長（３）　耐震化促進係
住 宅 課 管理係　住宅係

設備係　道路調査係
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道 路 公 園 課 管理係　支援担当係長　工事係　公園係　街路灯係
維持保全 担当 課長 東部土木出張所　西部土木出張所

東部公園出張所　西部公園出張所 

土 木 部 管 理 課 庶務係　管理調整係　支援担当係長　道路台帳係
道路占用係　道路認定係　道路整理係　地籍調査係

特 定 道 路 課 長 事業推進係　道路用地担当係長（７）
交 通 安 全 課 安全対策係　自転車対策係　交通施設係

担当係長（練馬区環境まちづくり公社派遣）

計 画 課 管理係　計画係　支援担当係長　総合治水係
設計第一係　設計第二係　設計第三係
道路整備担当係長（５）　技術情報係
地中化推進係　まちづくり担当係長

課務学長育教 管理係　学事係　就学相談係　幼稚園係

会 計 管 理 室 出納係　審査担当係長（２）　
教 育 委 員 会 教 育 振 興 部 教 育 総 務 課 庶務係　学校安全推進担当係長　職員係

副参事（教育政策特命担当）

学校業務係　渉外調整担当係長　社会教育主事
教 育 施 策 課 長 教育施策担当係長（２）　教育ＩＣＴ政策担当係長

学校保健係　少年自然の家係

教 育 指 導 課 管理係　教職員係　給与係
出退勤等システム担当係長　統括指導主事　指導主事

学校教育支援センター 管理係　研究相談係　教育相談係
学校支援係　指導主事

学 校 施 設 課 管理係　学校施設係　学校整備担当係長（５）
保 健 給 食 課 長 学校給食係　給食調理係

岩井少年自然の家

教育ＩＣＴ環境整備係　指導主事

光 が 丘 図 書 館 管理係　計画調整係　運営調整係
事業統括係　子供事業統括係
練馬図書館

私立保育所係　地域型保育事業係

放課後児童対策係　放課後児童対策調整係
学校応援団・開放係　児童施設係
児童館（13）　学童クラブ（19）

こども施策企画課長 こども施策担当係長（４）
保 育 課 管理係　保育企画担当係長（４）　整備計画担当係長

児童相談石神井係　児童相談大泉係　

光が丘さくら幼稚園
選挙管理委員会 事 務 局 庶務係　選挙係　情報啓発係

児童相談調査係　児童相談調整担当係長
副参事（都派遣研修）
小学校（65）
中学校（33）
北大泉幼稚園
光が丘むらさき幼稚園

保育人材育成係　巡回支援係　巡回支援担当係長
保育所給食係　保育所保健係　保育支援係

公立保育所係　運営支援係
青 少 年 課 青少年係　育成支援係

春日町青少年館
練 馬 子 ど も 家 庭

こども家庭部 子 育 て 支 援 課

管理係　育児支援係　地域連携係支 援 セ ン タ ー 児童相談練馬係　児童相談光が丘係

保育サービス推進係　入園相談係　保育認定係
保育園（36）

保育計画 調整 課長 調整担当係長　計画担当係長

庶務係　児童手当係　子ども育成係　運営支援係

監 査 委 員 事 務 局 監査担当係長（６）
農 業 委 員 会 事 務 局 次 長 農業担当係長
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名　　　　称（根拠法令）

防災会議（法・条例）

安全・安心協議会（条例）

財産価格審議会（条例）

文化財保護審議会（条例）

美術館運営協議会（条例）

国民保護計画・変更等の審議

安全に安心して暮らせるまちづくりの
推進に関する基本事項・必要事項につ
いての審議

定数　任期

50人以内  2年

国民保護協議会（法・条例） 50人以内  2年

特別職報酬額等の適否についての審議区民、区内公共的団体等代表者

法律または行政に関する学識経験者

特別職報酬等および議会政務

行政不服審査会（法・条例）

活動費審議会（条例） 10人以内  2年

3人　　　 2年

障害支援区分認定における審査・判定
業務

区の環境保全に関する基本的事項につ
いての調査・審議

情報公開および個人情報保護制度の運
営に関する重要事項の審議区民、学識経験者、区議会議員情報公開および個人情報保護

運営審議会（条例） 25人以内  2年

国民健康保険事業の運営に関する重要
事項の審議

地域包括支援センターの運営等に関す
る事項の審議

被保険者、保険医・保険薬剤師、公益
および被用者保険等保険者の各代表者

国民健康保険運営協議会
（法・条例）

保健福祉サービス苦情調整委
員（条例）

地域包括支援センター運営協
議会（法・条例）

24人　　  3年

公

行政庁の処分に関する不服申立てにつ

文書非公開決定等の処分に関する不
服申立てについての審査

いての調査・審議

学識経験者情報公開および個人情報保護
審査会（条例） 5人以内 2年

公有財産の管理・処分、財産の取得に
関する価格の評定学識経験者、区職員

学識経験者

13人以内  2年

10人以内  2年

19人以内  2年

60人以内  1年

構　　　　成
都、警察、消防、自衛隊、指定公共
機関、学識経験者および区民防災組
織等、区職員

障害者給付審査会（法・条例） 60人以内  2年

みどりの保全および創出に関する重要
事項の調査・審議

大気汚染障害者認定審査会（条例） 10人以内  2年

障害者の実情に通じた者で、障害保
健福祉の学識経験者

環境審議会（条例） 20人以内  2年 区民、事業者、学識経験者、教育関
係者、関係行政機関職員

民生委員推薦会
（法・政令・規則） 民生委員候補者の推薦14人以内  3年

介護認定審査会（法・条例） 保健・医療・福祉に関する学識経験者

緑化委員会（条例） 20人以内  2年 区民等、区議会議員、学識経験者

法令に基づく認定・勧告等に関する審議練馬区空家等および不良居住
建築物等適正管理審議会（条例） 10人以内  2年 法律、建築、医療、福祉等に関する学

識経験者

要介護認定における審査・判定業務

医学に関する学識経験者 医療費助成の認定に関する調査・審議

280人以内 2年

感染症診査協議会（法・条例）

20人以内  3年

社会福祉関係団体代表者、民生委員、
学識経験者、区議会議員等

都、警察、消防、自衛隊、指定公共
機関、学識経験者および区民防災組
織等、区職員

区民、関係団体の代表者、関係行政
機関の職員、区職員

区や民間事業者が行う保健福祉サービ
スの利用に関する苦情の申立てについ
ての調査・調整など

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画および介護保険事業の運営に関する
重要な事項の審議

介護保険運営協議会（条例） 25人以内  3年
被保険者、医療保険者の職員、医療従事
者、福祉関係団体の職員または従事者、
介護サービス事業者の職員、学識経験者

被保険者、居宅サービス等の利用者等、
医療従事者、保健もしくは福祉関係
団体の職員または従事者、指定居宅
サービス事業者等の職員、学識経験者

地域密着型サービス事業者の指定等に
関する事項の審議

地域密着型サービス運営委員
会（法・条例） 20人以内  3年

、被保険者、居宅サービス等の利用者等
医療従事者、保健もしくは福祉関係団
体の職員または従事者、指定居宅サー
ビス事業者等の職員、学識経験者

4人以上 2年
感染症指定医療機関の医師、感染症
の患者の医療に関する学識経験者、
法律に関する学識経験者、医療およ
び法律以外の学識経験者

5人以内  2年 保健・福祉・法律等に関する学識経験
者

職務のあらまし

地域防災計画の作成、区の地域に係る
防災に関する重要事項の審議

文化財の保存・活用についての調査・
審議

美術館の運営方針および事業計画の協議学識経験者、区議会議員、区民、美術
団体関係者、学校教育関係者

〔練馬区の附属機関〕 令和２年3月31日現在

感染症指定医療機関への勧告入院および
入院期間延長の要否、結核患者の医療に
ついての公費負担に関する審議、感染症
法に基づく就業制限に関する審議
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名　　　　称（根拠法令）

防災会議（法・条例）

安全・安心協議会（条例）

財産価格審議会（条例）

文化財保護審議会（条例）

美術館運営協議会（条例）

国民保護計画・変更等の審議

安全に安心して暮らせるまちづくりの
推進に関する基本事項・必要事項につ
いての審議

定数　任期

50人以内  2年

国民保護協議会（法・条例） 50人以内  2年

特別職報酬額等の適否についての審議区民、区内公共的団体等代表者

法律または行政に関する学識経験者

特別職報酬等および議会政務

行政不服審査会（法・条例）

活動費審議会（条例） 10人以内  2年

3人　　　 2年

障害支援区分認定における審査・判定
業務

区の環境保全に関する基本的事項につ
いての調査・審議

情報公開および個人情報保護制度の運
営に関する重要事項の審議区民、学識経験者、区議会議員情報公開および個人情報保護

運営審議会（条例） 25人以内  2年

国民健康保険事業の運営に関する重要
事項の審議

地域包括支援センターの運営等に関す
る事項の審議

被保険者、保険医・保険薬剤師、公益
および被用者保険等保険者の各代表者

国民健康保険運営協議会
（法・条例）

保健福祉サービス苦情調整委
員（条例）

地域包括支援センター運営協
議会（法・条例）

24人　　  3年

公

行政庁の処分に関する不服申立てにつ

文書非公開決定等の処分に関する不
服申立てについての審査

いての調査・審議

学識経験者情報公開および個人情報保護
審査会（条例） 5人以内 2年

公有財産の管理・処分、財産の取得に
関する価格の評定学識経験者、区職員

学識経験者

13人以内  2年

10人以内  2年

19人以内  2年

60人以内  1年

構　　　　成
都、警察、消防、自衛隊、指定公共
機関、学識経験者および区民防災組
織等、区職員

障害者給付審査会（法・条例） 60人以内  2年

みどりの保全および創出に関する重要
事項の調査・審議

大気汚染障害者認定審査会（条例） 10人以内  2年

障害者の実情に通じた者で、障害保
健福祉の学識経験者

環境審議会（条例） 20人以内  2年 区民、事業者、学識経験者、教育関
係者、関係行政機関職員

民生委員推薦会
（法・政令・規則） 民生委員候補者の推薦14人以内  3年

介護認定審査会（法・条例） 保健・医療・福祉に関する学識経験者

緑化委員会（条例） 20人以内  2年 区民等、区議会議員、学識経験者

法令に基づく認定・勧告等に関する審議練馬区空家等および不良居住
建築物等適正管理審議会（条例） 10人以内  2年 法律、建築、医療、福祉等に関する学

識経験者

要介護認定における審査・判定業務

医学に関する学識経験者 医療費助成の認定に関する調査・審議

280人以内 2年

感染症診査協議会（法・条例）

20人以内  3年

社会福祉関係団体代表者、民生委員、
学識経験者、区議会議員等

都、警察、消防、自衛隊、指定公共
機関、学識経験者および区民防災組
織等、区職員

区民、関係団体の代表者、関係行政
機関の職員、区職員

区や民間事業者が行う保健福祉サービ
スの利用に関する苦情の申立てについ
ての調査・調整など

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画および介護保険事業の運営に関する
重要な事項の審議

介護保険運営協議会（条例） 25人以内  3年
被保険者、医療保険者の職員、医療従事
者、福祉関係団体の職員または従事者、
介護サービス事業者の職員、学識経験者

被保険者、居宅サービス等の利用者等、
医療従事者、保健もしくは福祉関係
団体の職員または従事者、指定居宅
サービス事業者等の職員、学識経験者

地域密着型サービス事業者の指定等に
関する事項の審議

地域密着型サービス運営委員
会（法・条例） 20人以内  3年

、被保険者、居宅サービス等の利用者等
医療従事者、保健もしくは福祉関係団
体の職員または従事者、指定居宅サー
ビス事業者等の職員、学識経験者

4人以上 2年
感染症指定医療機関の医師、感染症
の患者の医療に関する学識経験者、
法律に関する学識経験者、医療およ
び法律以外の学識経験者

5人以内  2年 保健・福祉・法律等に関する学識経験
者

職務のあらまし

地域防災計画の作成、区の地域に係る
防災に関する重要事項の審議

文化財の保存・活用についての調査・
審議

美術館の運営方針および事業計画の協議学識経験者、区議会議員、区民、美術
団体関係者、学校教育関係者

〔練馬区の附属機関〕 令和２年3月31日現在

感染症指定医療機関への勧告入院および
入院期間延長の要否、結核患者の医療に
ついての公費負担に関する審議、感染症
法に基づく就業制限に関する審議
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都市計画、まちづくり、景観などに関
する調査・審議など都市計画審議会（法・条例） 30人以内 2年 区民、学識経験者、区議会議員、関

係行政機関職員

自転車の駐車対策に関する重要事項の
調査・審議

区民、学識経験者、区議会議員、関係
行政機関職員、鉄道事業者職員

区民、学識経験者、区議会議員、関係
行政機関職員、区職員

特定行政庁の許可等に対する同意、審
査請求に対する裁決など建築審査会（法・条例） 5人　　　 2年

青少年問題協議会（法・条例） 36人 2年

法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・
行政の学識経験者

リサイクルの推進ならびに廃棄物の減量
および処理に関する基本的事項の審議循環型社会推進会議（条例） 20人以内 2年 区民、事業者、学識経験者等

建築紛争調停委員会（条例） 7人以内　 2年 法律・建築・環境等の学識経験者 建築に係る紛争の調停など

青少年施策の基本的な方針や問題につ
いての審議など

子どもの保護者、事業主を代表する者、
子ども・子育て支援に関する事業に従
事する者、学識経験者等

子ども・子育て施策の総合的な推進、
教育・保育施設等の利用定員について
の調査・審議など

子ども・子育て会議
（法・条例） 15人以内 2年

自転車駐車対策協議会
（法・条例） 20人以内 2年

名　　　　称（根拠法令） 定数　任期 構　　　　成 職務のあらまし

（3）参政の状況

●選挙権と選挙人名簿登録者数
　選挙人名簿登録者数は、令和３年3月1日現在、
619,019人で、23区中 3番目となっている。
　区内71か所の投票所を設け、各種選挙を行っている。

●選挙区
　練馬区における衆議院小選挙区の区割りは、東京都
第 9区と、新宿区・中野区・豊島区の一部との合区に
なる東京都第10区に分割されている（詳しくは右図
を参照）。

〔公職選挙法に基づく選挙〕

〔住所地別の衆議院小選挙区区分〕

田柄 3・5 
丁目の一部 

※：参議院議員選挙は3年ごとに半数を改選

選  挙  名
区 長 選 挙
区議会議員選挙
都知事選挙

都議会議員選挙

衆議院議員選挙

参議院議員選挙
（※）

選　挙　区

練 馬 区

東 京 都
練 馬 区

（東 京 都）

（小選挙区選出）

（比例代表選出）

東 京 都
（選挙区選出）
全 国

（比例代表選出）

定数（人）任期（年） 公（告）示日

東 京
（全 国）

東京ブロック
（全 国）

1
50
1
7

（127）
25

（289）
17

（176）
12

（148）

100

4

4

6

選挙期日 7日前まで

選挙期日 17日前まで

選挙期日 9日前まで

選挙期日 12日前まで

選挙期日 17日前まで

町名（丁目・番） 区　分

上記以外の練馬区 東京都第9区

旭丘
北町
小竹町
栄町
桜台
田柄1・2丁目
田柄3丁目14番～30番
田柄4丁目
田柄5丁目21番～28番
豊玉上1丁目
豊玉北1・2丁目
錦
羽沢
早宮
光が丘1丁目
氷川台
平和台

東京都第10区

新宿区の一部
中野区の一部
豊島区の一部
との合区

田柄 3・5 
丁目の一部 

※：参議院議員選挙は3年ごとに半数を改選

選  挙  名
区 長 選 挙
区議会議員選挙
都知事選挙

都議会議員選挙

衆議院議員選挙

参議院議員選挙
（※）

選　挙　区

練 馬 区

東 京 都
練 馬 区

（東 京 都）

（小選挙区選出）

（比例代表選出）

東 京 都
（選挙区選出）
全 国

（比例代表選出）

定数（人） 任期（年） 公（告）示日

東 京
（全 国）

東京ブロック
（全 国）

1
50
1
6

（127）
25

（289）
17

（176）
12

（148）

100

4

4

6

選挙期日 7日前まで

選挙期日 17日前まで

選挙期日 9日前まで

選挙期日 12日前まで

選挙期日 17日前まで

町名（丁目・番） 区　分

上記以外の練馬区 東京都第9区

旭丘
北町
小竹町
栄町
桜台
田柄1・2丁目
田柄3丁目14番～30番
田柄4丁目
田柄5丁目21番～28番
豊玉上1丁目
豊玉北1・2丁目
錦
羽沢
早宮
光が丘1丁目
氷川台
平和台

東京都第10区

新宿区の一部
中野区の一部
豊島区の一部
との合区

東京都第10 区 

東京都第9区 

光が丘 
1 丁目 

田柄 

田柄 3・5 
丁目の一部 

北町 
錦 

平和台 

早宮 
高松 

貫井 

中村北 豊玉北 

豊玉北 1・2丁目
豊玉上1丁目 

豊玉上2丁目 

豊玉中 
豊玉南 中村南 

中村 

桜台 

練馬 
向山 

春日町 

栄町 

光
が
丘

富
士
見
台

氷
川
台

小
竹
町

羽
沢

旭
町

旭
丘

公（告）示日

選挙期日 7日前まで

選挙期日 17日前まで

選挙期日 9日前まで

選挙期日 12日前まで

選挙期日 17日前まで

町名（丁目・番） 区　分

上記以外の練馬区 東京都第9区

旭丘
北町
小竹町
栄町
桜台
田柄1・2丁目
田柄3丁目14番～30番
田柄4丁目
田柄5丁目21番～28番
豊玉上1丁目
豊玉北1・2丁目
錦
羽沢
早宮
光が丘1丁目
氷川台
平和台

東京都第10区

新宿区の一部
中野区の一部
豊島区の一部
との合区

〔衆議院小選挙区の区割り〕
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●東京都議会議員選挙
　令和 3年 7月 4日に東京都議会議員選挙が執行さ
れた。今回から定数が 1増となり、7名となった。
　区全体の投票率は 43.68％で、前回（29年）より
8.31 ポイント下回った。

●明るい選挙のために
　各種の講座、小学生・中学生・高校生対象のポス
ターコンクール、広報紙「ねりま白ばらだより」の発
行などにより、明るい選挙の推進と棄権防止のための
啓発活動を行っている。
　これらの啓発活動は、明るい選挙推進協議会（委員
14人で構成）および同協議会から委嘱された明るい
選挙推進委員 133 人が、それぞれの地域で「話しあ
い活動」を主体とし、さまざまな方法により進めている。

〔明るい選挙啓発ポスターコンクール〕
東京都最優秀賞

●主権者教育
　社会に参加し、自ら考え、判断する主権者を育てる
ために、学校等と連携し、若者の政治意識の向上や将
来の有権者である子どもたちの意識譲成に取り組んで
いる。

〔主権者教育関係事業〕�� 令和 2年度

事　業　名 実績など
明るい選挙啓発ポスター
コンクール 23校　1,122 人

小学生選挙体験教室 模擬投票および開票事務
19校　1,487 人

中学生啓発講座 2校　278人
高校での出前授業・
模擬投票 4校　871人

特別支援学校での
出前授業・模擬投票 2校　97人

SNSによる啓発 発信数　150回
選挙啓発サポーター 54人
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〔選挙別当日有権者数・投票者数・投票率〕

選挙名・執行年月日
当 日 有 権 者	数（人） 投　票　者　数（人） 　			投　　票　　率（％）
計 男 女 計 男 女 計 男 女

都議会議員選挙		 令和 3.7.4 610,630 293,193 317,437 266,723 127,624 139,099 43.68 43.53 43.82

参議院議員選挙		 令和元	.7.21
　東京都選出	 （※ 1）

　比例代表選出	 （※ 1）
612,531 295,165 317,366 316,363316,331

154,342
154,321

162,021
162,010

51.65
51.64

52.29
52.28

51.05
51.05

都知事選挙		 令和 2.7.	5 608,084 292,357 315,727 338,935 159,003 179,932 55.74 54.39 56.99
区長選挙		 　 30.4.15

593,216 286,582 306,634
186,153 90,137 96,016 31.38 31.45 31.31

区議会議員補欠選挙	 　 30.4.15 186,124 90,129 95,995 31.38 31.45 31.31
衆議院議員選挙	 　 29.10.22	
　小選挙区選出（東京都第 9区）	（※ 1）	
　小選挙区選出（東京都第 10区）	（※ 1）（※ 2）
　比例代表選出	 （※ 1）

最高裁判所裁判官国民審査

468,623
137,069
605,692
604,621

226,111
66,917
293,028
292,525

242,512
70,152
312,664
312,096

256,249
73,556
329,826
328,848

124,213
36,181
160,405
159,894

132,036
37,375
169,421
168,954

54.68
53.66
54.45
54.39

54.93
54.07
54.74
54.66

54.45
53.28
54.19
54.14

衆議院議員補欠選挙	 　 28.10.23
　小選挙区選出（東京都第 10区）	（※ 1）（※ 2） 136,443 66,764 69,679 48,172 23,649 24,523 35.31 35.42 35.19
区議会議員選挙		 　 31.4.21 595,974 287,011 308,963 248,217 118,303 129,914 41.65 41.22 42.05
※ 1：在外投票分を含む。
※ 2：東京都第 10区のうち練馬区分

〔選挙別・党派別得票率〕

選挙名・執行年月日 有　効
投票数

自　由
民主党 公明党 国民民主党

（民進党）
日　本
共産党

社　会
民主党

生		活		者
ネットワーク

日本維新
の会

立　憲
民主党

都民ファースト
の会

無所属・
その他

票 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
都議会議員選挙	 令和 3.7.4 262,153 22.52 14.20 － 12.58 － － 6.53 13.46 19.66 11.08

参議院議員選挙	 令和元	.7.21
　東京都選出	 （※ 1）

　比例代表選出	 （※ 1）
308,759
309,259

28.81
32.36

13.42
11.15

3.41
4.82

12.41
11.10

1.75
1.89

－
－

8.75
7.99

20.91
18.51

－
－
10.56
12.19

都知事選挙	 令和 2.7.	5 335,041 － － － － － － － － － 100.00
区長選挙	 　 	30.4.15 177,761 － － － － － － － － － 100.00
区議会議員補欠選挙	　 	30.4.15 180,154 32.86 － － 12.63 － － － 15.79 19.26 19.46

衆議院議員選挙	 　 	29.10.22
　小選挙区選出（東京都第 9区）	 	 （※ 1）
　小選挙区選出	（東京都第 10区）	（※1）（※2）
　比例代表選出	 （※ 1）

248,692
71,904
325,479

49.17
37.57
29.33

－
－

10.66

－
－
－

23.10
7.85
9.82

－
－

0.97

－
－
－

－
－

3.12

－
27.47
23.81

－
－
－

27.73
27.11
22.30

衆議院議員補欠選挙	　 	28.10.23
　小選挙区選出（東京都第 10区）	 （※1）（※2） 47,326 60.54 － 36.83 － － － － － － 2.63
区議会議員選挙	 　 	31.4.21 243,311 33.28 16.52 1.89 9.32 0 4.87 1.09 7.34 4.06 21.64
※ 1：在外投票分を含む。
※ 2：東京都第 10区のうち練馬区分
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（4）新たな区政の創造

●特別区制度改革
１　特別区制度改革のあゆみ
　練馬区を始めとする特別区は、昭和 22年に設置さ
れた後、昭和 27年の「地方自治法」改正により東京
都の内部団体として位置付けられ、自治体としての権
限も大幅に制限されていた。
　このため、特別区は国に対し、特別区を「基礎的な
地方公共団体」として法的に位置付けること、清掃事
業など住民に身近な事務を移管することなど、制度改
革の実現に向けた法令改正の要請を重ねた。
　10年 4月に成立した「地方自治法等の一部を改正
する法律」が、12年 4月に施行されたことにより、特
別区制度改革がようやく実現の運びとなった。
　12年の制度改革においては、都区の財源配分をめ
ぐるつぎの 5つの課題が積み残された。
　①　「市町村事務」の役割分担を踏まえた財源配分
　②　都に留保した清掃関連経費の取扱い
　③　小・中学校の改築需要への対応
　④　都市計画交付金の配分
　⑤　国等の大きな制度改正に応じた配分割合の変更
　これら5課題に対する都区の見解には大きな隔たり
があったが、都区のあり方について、新たな検討組織
による検討結果に従い整理することとし、暫定的な決
着を見た。
２　都区のあり方の検討
　18年 11月に都と特別区は、今後の都区のあり方
について根本的かつ発展的に検討するため、都区のあ
り方検討委員会を設置した。検討状況については、つぎ
のとおりである。
　⑴　都区の事務配分
　　　検討対象事務 444 項目の基本的な方向付けを
終え、53項目が区へ移管する方向で検討する事
務とされた。このうち、児童相談行政のあり方に
ついては、都区のあり方検討委員会とは切り離し
て、別途整理することとされ、24年 2月に都区
間で検討会を設置した。

　⑵　特別区の区域のあり方
　　　都と区市町村が21年 11月に共同設置した、東
京の自治のあり方研究会の検討結果を踏まえて検
討することとしており、27年 3月に最終報告が
取りまとめられた。

　⑶　都区の税財政制度
　　　都区の事務配分、特別区の区域のあり方の検討
を踏まえて検討することとしているが、具体的な
議論を行う状況に至っていない。

●地方分権の推進
　地方分権は、地域の課題に対し、区が自らの意思と
責任で対応できる範囲を広げるものであり、区政運営
の重要な課題である。
１　第一次分権改革（５～12年）
　11年 7月に「地方分権一括法」が成立し、12年 4
月に施行されたことにより、機関委任事務の廃止等の
改革が実施された。
２　第二次分権改革（18年～）
　内閣府に設置された地方分権改革推進委員会が4次
にわたって行った勧告を踏まえ、「地域の自主性及び自
立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律」（第1次一括法〜第4次一括法）
が順次成立し、法律等における義務付け・枠付けの見
直しと条例制定権の拡大や基礎自治体への権限移譲な
どが図られた。
　26年からは、従来の国主導による「委員会勧告方式」
に加えて、個々の地方公共団体等から地方分権改革に
関する提案を広く募集する「提案募集方式」が導入さ
れた。27年 6月には、地方公共団体等からの提案等
を踏まえ、国から地方公共団体または都道府県から指
定都市等への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの
見直し等を内容とする「第5次一括法」が公布された。
それ以降も、第 6次から第 11次の「一括法」が公布
されており、地方の発意に基づく規制緩和や事務・権
限の委譲が進められている。
　今後、区は、国および広域自治体との役割分担の見
直しなど、更なる地方分権の推進と事務権限の拡充に
見合う税財源の移譲や超過負担の解消等財政基盤の強
化に努めていく。

48




